
（※点線部分は本省通知原文に追加・変更等している箇所）

用地アセスメント調査等業務共通仕様書

第１章 総 則

（趣旨等）

第１条 この用地アセスメント調査等業務共通仕様書（以下「仕様書」という ）は、国土交通省北陸地。

方整備局の所掌する国の直轄事業（営繕部及び港湾空港部の所掌に属するものを除く。以下同じ ）に。

関し 円滑な用地取得を図るため 事業予定地の用地リスクに関する調査及び用地取得の工程管理計画、 、

の策定等を行う業務（以下「用地アセスメント調査等業務」という ）を請負に付する場合の業務内容。

その他の必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。

２ 用地アセスメント調査等業務の発注に当たり 当該業務の実施上この仕様書 第９条に掲げる権利調、 （

査にあっては この仕様書及び用地調査等業務共通仕様書 以下この項 第５条第４項 第１６条第１、 。 、 、

項及び第１７条第２項において同じ ）により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、。

この仕様書とは別に発注者が別途定める特記仕様書によるものとし 適用に当たっては特記仕様書を優、

先するものとする。

（用語の定義）

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

一 用地リスク とは 用地取得の円滑な進捗を阻害することが想定される個別の要因をいい 参考「 」 、 、

１用地リスク一覧表に掲げるものをいう。

二 発注者 とは 支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分「 」 、

任契約担当官をいう。

三 受注者 とは 用地アセスメント調査等業務の実施に関し 発注者と請負契約を締結した個人若「 」 、 、

しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。

四 監督職員 とは 契約書及び仕様書等に定められた範囲内において 受注者又は主任担当者に対「 」 、 、

、 、 、 、する指示 承諾又は協議等の職務を行う者で 契約書第９条第１項に規定する者であり 総括監督員

主任監督員及び監督員を総称していう。

五 総括監督員 とは 総括監督業務を担当し 主に受注者に対する指示 承諾又は協議 及び関連「 」 、 、 、 、

業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう また 仕様書等の変更 一時中止又は契約の。 、 、

解除の必要があると認める場合における契約担当官等 会計法 昭和２２年法律第３５号 第２９条（ （ ）

の３第１項に規定する契約担当官をいう ）に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員。

の指揮監督並びに用地アセスメント調査等業務のとりまとめを行う者をいう。

六 主任監督員 とは 主任監督業務を担当し 主に受注者に対する指示 承諾又は協議 重要なも「 」 、 、 、 （

の及び軽易なものを除く ）の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照。

合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整（重要なものを除く ）の。

処理を行う者をいう また 仕様書等の変更 一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合に。 、 、



おける総括監督員への報告を行うとともに 監督員の指揮監督並びに主任監督業務及び一般監督業務、

のとりまとめを行う者をいう。

七 監督員 とは 一般監督業務を担当し 主に 受注者に対する指示 承諾又は協議で軽易なもの「 」 、 、 、 、

の処理 業務の進捗状況の確認 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調、 、

査（重要なものを除く ）を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要。

があると認める場合における主任監督員への報告を行うともに 一般監督業務のとりまとめを行う者、

をいう。

「 」 、 、八 検査職員 とは 用地アセスメント調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって

契約書第３２条第２項の規定に基づき、検査を行う者をいう。

九 主任担当者 とは 契約の履行に関し 業務の管理及び統括等を行う者で 契約書第１０条第１「 」 、 ， 、

項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十 照査技術者 とは 成果物の内容について技術上の照査を行う者で 契約書第１１条第１項の規「 」 、 、

定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十一 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任担当者のもとで業務を担当する者で、第７条

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

十二 「契約書」とは、用地アセスメント調査等業務請負契約書をいう。

十三 仕様書等 とは 仕様書 特記仕様書 図面 数量総括表 現場説明書及び現場説明に対する「 」 、 、 、 、 、

質問回答書をいう。

十四 図面 とは 入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並「 」 、

びに図面のもとになる計算書等をいう。

十五 数量総括表 とは 用地アセスメント調査等業務に関する工種 設計数量及び規格を示した書「 」 、 、

類をいう。

十六 現場説明書 とは 用地アセスメント調査等業務に関する入札等に参加する者に対して 発注「 」 、 、

者が当該用地アセスメント調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。

十七 質問回答書 とは 現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して 発注者が回答す「 」 、 、

る書面をいう。

十八 指示 とは 監督職員が受注者に対し 用地アセスメント調査等業務の遂行に係わる事項につ「 」 、 、

いて書面をもって示し 実施させること及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し 修補等を求め、 、

実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。

十九 通知 とは 発注者若しくは監督職員が受注者に対し 又は受注者が発注者若しくは監督職員「 」 、 、

に対し、用地アセスメント調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

二十 報告 とは 受注者が監督職員に対し 用地アセスメント調査等業務の遂行に係わる事項につ「 」 、 、

いて、書面をもって知らせることをいう。

二十一 承諾 とは 受注者が監督職員に対し 書面で申し出た用地アセスメント調査等業務の遂行「 」 、 、

上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

二十二 協議 とは 書面により契約書及び仕様書等の協議事項について 発注者又は監督職員と受「 」 、 、

注者が対等の立場で合議することをいう。

二十三 「照査」とは、受注者が、用地アセスメント調査等業務の実施により作成する用地リスク



特定調査票等を検証することをいう。

二十四 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が用地アセスメント調査等業務の

完了を確認することをいう。

二十五 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した

場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

「 」 、 。二十六 協力者 とは 受注者が用地アセスメント調査等業務の遂行に当たって再委託する者をいう

二十七 権利者 とは 用地アセスメント調査等業務の対象となる区域に存する土地 建物等の所有「 」 、 、

者及び所有権以外の権利を有する者をいう。

（基本的処理方針）

第３条 受注者は 用地アセスメント調査等業務を実施する場合において この仕様書等及び関係法令等、 、

に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。

（監督職員）

、 、 、 （ 「 」 。）第４条 監督職員は 契約書第９条第２項に規定した指示 承諾 協議等 以下 指示等 という

の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただ

し、緊急を要する場合で監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はそ

の口頭による指示等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後

日書面で受注者に指示するものとする。

（主任担当者）

第５条 受注者は、用地アセスメント調査等業務における主任担当者を定め、契約締結後１４日（土

曜日、日曜日、祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定す

（ 「 」 。）） 。） 。る行政機関の休日 以下 休日等 という を含む 以内に発注者に通知しなければならない

２ 主任担当者は、業務の履行に当たり、この用地アセスメント調査等業務の主たる業務に関し、次

の各号のいずれかに該当する者で 日本語に堪能 日本語通訳が確保できれば可 でなければなら、 （ 。）

ない。

一 補償コンサルタント登録規程 昭和５９年９月２１日建設省告示第１３４１号 以下 登録規「 」（ ）（ 「

程」という ）第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者。

「 」二 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める 補償業務管理士研修及び検定試験実施規程

平成３年３月２８日理事会決定 以下 実施規程 という 第３条に掲げる総合補償部門におい（ ）（ 「 」 。）

て実施規程第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士

三 登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務に関し７年以上の実務の経験

を有する者であって補償業務に関し５年以上の指導監督的実務の経験を有する者

四 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む２０年以上の実務の経験を有する者

３ 受注者が主任担当者に委任できる権限は 契約書第１０条第２項に規定した事項であるが 契約書第、 、

１０条第３項に基づく通知がない場合は 発注者及び監督職員は 主任担当者に対して指示等を行えば、 、

足りるものとする。



４ 主任担当者は 第３章に定める業務がすべて完了したときは 各成果物について十分な検証 受注者、 、 （

が 請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため 当該成果物を発注者に提出する前に 仕様書等及、 、 、

び発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ ）。

を行わなければならない。

なお 第２３条に定める成果物のうち 地図の転写図については各葉ごとに その他については表紙、 、 、

の裏面に主任担当者の資格及び氏名の記載を行うものとする。

５ 主任担当者は、照査結果の確認を行わなければならない。

６ 主任担当者は 原則として変更できない ただし 死亡 傷病 退職 出産 育児 介護等やむをえ、 。 、 、 、 、 、 、

ない理由により変更を行う場合には 同等以上の技術者とするものとし 受注者は発注者の承諾を得な、 、

ければならない。

（照査技術者）

第６条 受注者は 発注者が別に定める場合を除き 原則として用地アセスメント調査等業務における照、 、

査技術者を定め、契約締結後１４日（休日等を含む ）以内に発注者に通知しなければならない。。

２ 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、前条第４項に規定する点検及び修正が完了した

後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。

３ 照査技術者は、発注者が「主任担当者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければ

ならない。

４ 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならな

い。

５ 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において記名の上、主

任担当者に提出するものとする。

６ 照査技術者は 原則として変更できない ただし 死亡 傷病 退職 出産 育児 介護等やむをえ、 。 、 、 、 、 、 、

ない理由により変更を行う場合には 同等以上の技術者とするものとし 受注者は発注者の承諾を得な、 、

ければならない。

（業務従事者及び担当技術者）

、 、 （ 。） 、第７条 受注者は 用地アセスメント調査等業務の実施に当たり 業務従事者 補助者を除く として

その業務に十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。

２ 受注者は 前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は 契約締結後１４日 休日等を、 、 （

含む ）以内に担当技術者通知書（様式第１号）により発注者に通知しなければならない。なお、担当。

技術者が複数にわたる場合は８名までとする。

３ 担当技術者は、照査技術者を兼ねることができない。

（再委託）

第８条 契約書第７条第１項に規定する 主たる部分 とは 用地アセスメント調査等業務における総合「 」 、

的企画 業務遂行管理 調査・分析等の手法の決定及び技術的判断等をいい 受注者はこれを再委託す、 、 、

ることはできない。



「 」 、 、 、 、 、 、２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する 軽微な部分 は コピー ワープロ 印刷 製本 翻訳

計算処理（単純な電算処理に限る 、データ入力、資料の収集、単純な集計その他特記仕様書に定める）

事項とする。

、 、 。３ 受注者は 前２項に規定する業務以外の再委託に当たっては 発注者の承諾を得なければならない

４ 会計法第２９条の３第４項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約に

より契約を締結した業務においては 発注者は 前項に規定する承諾の申請があったときは 原則とし、 、 、

て請負代金額の３分の１以内で申請がなされた場合に限り 承諾を行うものとする ただし 業務の性、 。 、

質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りではない。

５ 受注者は 用地アセスメント調査等業務を再委託に付する場合 書面により協力者との契約関係を明、 、

確にしておくとともに 協力者に対し適切な指導 管理を行い 用地アセスメント調査等業務を実施し、 、 、

なければならない なお 協力者が 国土交通省北陸地方整備局の建設コンサルタント業務等指名競争。 、 、

参加資格者である場合は、国土交通省北陸地方整備局の指名停止期間中であってはならない。

（用地アセスメント調査等業務の区分）

第９条 この仕様書によって履行する用地アセスメント調査業務は、次の区分により行うものとする。

区 分 種 目

権 利 調 査 公図等の転写、地積測量図転写、土地の登記記録調査、建物の登記記録

調査、権利者確認調査、公図等転写連続図作成及び墓地管理者等の調査を

いう。

第１用地アセスメント ルート形状決定前（事業構想段階における概略計画時点又は環境影響評価

時点）の事業に適用するもので、効率的に事業を施行可能とする線形（ル

ート帯）の検討資料の一部とするために第３３条から第３６条までに規定

する調査を実施し、用地取得事務において想定される用地リスクの情報を

事前に把握・分析のうえ、第４０条から第４２条の２までの調査票等を作

成することをいう。

第２用地アセスメント ルート形状決定後（都市計画決定後等）の事業に適用するもので、効率

的施策メニュー導入の可否等の検討資料とするために第３３条から第３８

条までに規定する調査を実施し、用地取得事務において回避困難な用地リ

スクの情報を事前に把握・分析のうえ、第４０条から第４２条の２までの

調査票等及び第４３条の用地取得工程管理計画書（原表）を作成すること

をいう。

工程管理計画の策定 第２用地アセスメントの実施後、把握した用地リスクの情報を基に、概

ねの供用時期、工事着手時期等を考慮し、用地取得期間の短縮に有効な効

率化策の導入も検討したうえで、これらを集約した第４４条の用地取得工

程管理計画書（管理用）を作成することをいう。



第２章 用地アセスメント調査等業務の基本的処理方法

（施行上の義務及び心得）

第１０条 受注者は、用地アセスメント調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等

のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。

二 用地アセスメント調査等業務の処理上知り得た情報及び成果物の内容は、他に漏らしてはならな

い。

三 用地アセスメント調査等業務は権利者の財産等に関するもの及び権利者の個人情報に関するもの

であることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者

等に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。

四 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に

報告し、指示を受けなければならない。

（施行上の留意事項）

第１１条 主任担当者は、用地アセスメント調査等業務の適正な履行を確保するため、業務に従事する

者が次に掲げる事項を適切に行えるよう業務に従事する者を指揮監督しなければならない。

一 用地アセスメント調査等業務の実施に当たって、契約書及びこの仕様書の内容を十分理解し、ま

た、業務を処理する現地等について十分に把握しておくこと。

二 用地アセスメント調査等業務を正確かつ誠実に実施すること。

三 用地アセスメント調査等業務の実施のために権利者等へ連絡等を行う場合は、その内容を相手に

正確に伝えること。

四 用地アセスメント調査等業務の実施に際しては、用地アセスメント調査等業務に関する図書を適

切に整理しておくこと。

（業務の着手）

第１２条 受注者は 特記仕様書の定めがある場合を除き 契約締結後１５日 休日等を除く 以内に、 、 （ 。）

用地アセスメント調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任担当者が

用地アセスメント調査等業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。

（書類提出）

第１３条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者

に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅

、 。延利息請求書 監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提

出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において請負代金額が１００万円以上の業務について、業務実績情報

・訂正 作システム（以下「テクリス」という ）に基づき、契約・変更・完了 時に業務実績情報として。



「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受成した

けた上で 契約時は契約締結後１５日 休日等を除く 以内に 登録内容の変更時は変更があった日、 （ 。） 、

から１５日（休日等を除く ）以内に、完了時は業務完了後１５日（休日等を除く ）以内に、訂正時。 。

は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した

技術者とする（担当技術者の登録は８名までとする 。。）

４ 受注者は、契約時において、予定価格が１，０００万円を超える競争入札により調達される補償コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登

録する際は 低価格入札である にチェックをした上で 登録のための確認のお願い を作成し 監、「 」 「 」 、

督職員の確認を受けること。

５ 前２項において、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員にメール送信さ

れる なお 変更時と完了時の間が １５日間 休日等を除く に満たない場合は 変更時の登録申。 、 、 （ 。） 、

請を省略できるものとする。

６ 前３項において、受注者は本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テ

クリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなけ

ればならない。

（打合せ等）

第１４条 用地アセスメント調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、主任担当者と監督職員は常に

密接な連携をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注

者が打合せ記録簿（様式第１３号）に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的

に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとす

る。

２ 用地アセスメント調査等業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、主任担当者と監

督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなけ

ればならない。

３ 主任担当者は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議

するものとする。

４ 監督職員及び受注者は 「ワンデーレスポンス」に努めるものとする。、

なお ワンデーレスポンス とは 問合せ等に対して １日あるいは適切な期限までに対応するこ、「 」 、 、

とをいい、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何ら

かの対応をすることをいう。

（現地踏査）

、 、 、第１５条 受注者は 用地アセスメント調査等業務の着手に先立ち 対象となる区域の現地踏査を行い

地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。

（作業計画の策定）

第１６条 受注者は 契約締結後１４日 休日等を含む 以内に仕様書等及び現地踏査の結果等を基に、 （ 。）



作業計画書を策定し監督職員に提出しなければならない。

２ 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。

なお、記載にあたって、実施方針又はその他には、第２８条、第２９条、第３０条及び第３２条に

関する事項も含めるものとする。

一 業務概要

二 実施方針

三 業務工程

四 業務組織計画

五 打合せ計画

六 成果物の品質を確保するための計画

七 成果物の内容、部数

八 使用する主な図書及び基準

九 連絡体制（緊急時を含む ）。

十 安全対策

十一 使用する主な機器

十二 仕様書等において照査技術者による照査が定められている場合は、照査技術者及び照査計画

十三 その他

３ 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職

員に変更作業計画書を提出しなければならない。

４ 受注者は、第１項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。

（監督職員の指示等）

、 、 、第１７条 受注者は 用地アセスメント調査等業務の実施に先立ち 主任担当者を立ち会わせたうえで

監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。

２ 受注者は、用地アセスメント調査等業務の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の指

示について疑義が生じたときは、監督職員と協議するものとし、その結果については受注者が記録し

相互に確認するものとする。

３ 監督職員の指示は 用地アセスメント調査等業務の施行に関する指示票 様式第２号 以下 指示、 （ ）（ 「

票」という ）により行うものとする。。

４ 受注者は、用地アセスメント調査等業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合は、用地ア

セスメント調査等業務の施行に関する承諾書（様式第３号）により行うものとする。

５ 第２項の協議は、用地アセスメント調査等業務の施行に関する協議書（様式第４号）により行うも

のとする。

（貸与品等）

第１８条 受注者は、用地アセスメント調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与

品等として使用する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。

２ 登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときは、別途監督職員と協議するものとする。



３ 貸与品等の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知書

（様式第５号）により行うものとする。

４ 受注者は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書（様式第６号）を監督職員に提出す

るものとする。

５ 受注者は、用地アセスメント調査等業務が完了したときは、完了の日から３日以内に貸与品等を返

納するとともに貸与品等精算書（様式第７号）及び貸与品等返納書（様式第８号）を監督職員に提出

するものとする。

（立入り及び立会い）

第１９条 受注者は、用地アセスメント調査等業務を実施するために権利者が占有する土地、建物等に

立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。

２ 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監

督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督職

員に報告し、指示を受けるものとする。

３ 受注者は、用地アセスメント調査等業務を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権

利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権

利者の了解を得ることをもって足りるものとする。

（身分証明書の携帯）

第２０条 受注者は、用地アセスメント調査等業務の着手に当たり、あらかじめ主任担当者ほか用地ア

セスメント調査等業務に従事する者 以下 主任担当者等 という の身分証明書交付願を発注者に（ 「 」 。）

提出し身分証明書の交付を受けるものとし、用地アセスメント調査等業務の実施に当たっては、これ

を常に携帯させなければならない。

２ 主任担当者等は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示し

なければならない。

３ 受注者は、用地アセスメント調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納

しなければならない。

（監督職員への業務履行状況の報告）

受注者は 契約書第１５条の規定に基づき 履行状況報告を作成し 監督職員に提出しなけれ第２１条 、 、 、

ばならない。

２ 受注者は、監督職員から用地アセスメント調査等業務の履行状況について調査又は報告を求められ

たときは、これに応じなければならない。

３ 受注者は、前項の履行状況の報告に主任担当者を立ち会わせるものとする。

（成果物の一部提出等）

第２２条 受注者は、用地アセスメント調査等業務の実施期間中であっても、監督職員が成果物の一部

の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。



２ 監督職員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。受注者は、

当該報告に主任担当者及び監督職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。

（成果物）

第２３条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。

一 表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月 、発注者及び受注者の名称を記載する。）

二 目次及びページを付す。

三 容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。

、 、 、２ 提出する成果物は 別記１成果物一覧表に掲げる成果物で特記仕様書に掲げる成果物とし 部数は

正副各１部とする。

３ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査票等の原簿及び関係資料を契約書第５３条に定める

契約不適合期間保管し、発注者が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

４ 受注者は、前項に定める期間を経過した後、調査票等の原簿及び関係資料の消去又は廃棄を確実に

行わなければならない。

（検 査）

第２４条 受注者は、検査職員が用地アセスメント調査等業務の完了検査を行うときは、主任担当者及

び監督職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。

２ 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従う

ものとする。

（修 補）

第２５条 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 検査職員は 修補の必要があると認めた場合には 受注者に対して期限を定めて修補を指示する、 、

ことができるものとする。

３ 検査職員が修補の指示をした場合において 修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとす、

る。

４ 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には 発注者は 契約書第３２条第２項、 、

の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。

（条件変更等）

第２６条 契約書第１８条第１項第５号に規定する 予期することのできない特別な状態 とは 契「 」 、

約書第３０条第１項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか 発注者と受注者が協議し、

当該規定に適合すると判断した場合とする。

２ 監督職員が 受注者に対して契約書第１８条 第１９条及び第２１条の規定に基づく仕様書等の、 、

変更又は訂正の指示を行う場合は、指示票によるものとする。

（守秘義務）



第２７条 受注者は、契約書第１条第５項の規定により、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第

三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

一 受注者は、当該業務の結果（業務実施の過程において得られた記録等を含む ）を第三者に閲。

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得

たときは、この限りではない。

二 受注者は 当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第１６条に示す、

作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。

三 受注者は 当該業務に関して発注者から貸与された情報 その他知り得た情報を当該業務の終、 、

了後においても第三者に漏らしてはならない。

四 当該業務で取り扱う情報は アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するととも、

に、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転

送等をしてはならない。

五 受注者は 当該業務完了時に 発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却、 、

若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。

六 受注者は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ

又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

（個人情報の取扱い）

第２８条 受注者は 個人情報の保護の重要性を認識し 用地アセスメント調査等業務実施について、 、

の個人情報の取扱いに当たっては 個人の権利利益を侵害することのないよう 個人情報の保護に、 、

関する法律（平成１５年法律第５７号 、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成）

１５年法律第５８号）等関係法令 、発注及び別記２個人情報に関する取扱要領を遵守するとともに

者が別途定める取扱いに基づき 個人情報の漏えい 滅失 改ざん又は毀損の防止その他の個人情、 、 、

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（安全等の確保）

第２９条 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に際しては 用地アセスメント、 、

、 、 、 、 、調査等業務関係者だけでなく 権利者 付近住民 通行者 通行車両等の第三者の安全確保のため

次の各号に掲げる次項を遵守しなければならない。

一 受注者は 「土木工事安全施工技術指針 （国土交通大臣官房技術調査課平成２１年３月）を参考、 」

にして、常に用地調査等の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。

、 、 、二 受注者は 用地アセスメント調査等業務の現場において 別途業務又は工事等が行われる場合は

相互協調して業務を遂行しなければならない。

三 受注者は、用地アセスメント調査等業務実施中、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸

交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。

２ 受注者は、屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、

鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、用地アセス

メント調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。



３ 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に当たり 事故が発生しないように主、 、

任担当者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとと、

もに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。

５ 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に当たり 災害予防のため 次の各号、 、 、

に掲げる事項を厳守しなければならない。

、 、 。一 受注者は 喫煙等の場所を指定し 指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない

、 、 、 、 、 、６ 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施に当たり 豪雨 豪雪 出水 地震

落雷等の自然災害に対して 常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなけれ、

ばならない。

７ 受注者は、災害発生時においては、第三者及び主任担当者等の安全確保に努めなければならない。

８ 受注者は 屋外で行う用地アセスメント調査等業務の実施中に事故等が発生した場合は 直ちに、 、

監督職員に報告するとともに 監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提、

出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

（行政情報流出防止対策の強化）

第３０条 受注者は 用地アセスメント調査等業務の履行に関する全ての行政情報について 適切な、 、

流出防止対策をとり、第１６条で示す作業計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は 用地アセスメント調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては 関、 、

係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置）

第３１条 受注者は 暴力団員等による不当介入を受けた場合は 断固としてこれを拒否することと、 、

し 不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに 捜査上必要な協力を行わなけれ、 、

ばならない。なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ 受注者は 前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には 速やかにその内容を、 、

書面にて発注者に報告しなければならない。

３ 前２項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には 発注者は受注者に対し 指名停止等、 、

の措置を講じる場合がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

発注者と協議しなければならない。

（保険加入の義務）

第３２条 受注者は、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号 、労働者災害補償保険法（昭和２２年）

法律第５０号 健康保険法 大正１１年法律第７０号 及び厚生年金保険法 昭和２９年法律第１）、 （ ） （

１５号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加

入しなければならない。



第３章 業務の内容

第一節 調査

（権利調査）

第３３条 権利調査は、用地調査等業務共通仕様書第３章の規定に基づき実施するものとする。

（目視調査）

第３４条 目視調査とは、都市計画図、市販地図等を基に調査対象範囲の現地調査を行い、目視により

判明可能な用地リスクの情報の収集を行うことをいう。

（現地聞込み調査）

第３５条 現地聞込み調査とは 地方公共団体 都道府県 市町村及び区 登記所等に対し 調査対象、 （ 、 ）、 、

地における用地リスクの情報のヒアリング調査を実施し、情報の収集を行うことをいう。

（公的記録簿調査）

第３６条 公的記録簿調査とは、地方公共団体（都道府県、市町村及び区）に対し、漁業権、鉱業権、

温泉利用権等に関する許認可申請書類等の調査を実施し、情報の収集を行うことをいう。

（地元精通者等確認調査）

第３７条 地元精通者等確認調査とは、地元精通者又は町内会長等に対し、調査対象地における用地リ

スクの情報のヒアリング調査を実施し、情報の収集を行うことをいう。

（測地的確認調査）

第３８条 測地的確認調査とは、比較的簡易な調査（例 測量機器を使用せず、巻尺等を用いて行う簡

） 、 。易な測量等 により判明する用地リスクの情報について調査を実施し 情報の収集を行うことをいう

（用地リスクの内容）

第３９条 受注者は、第３４条から第３８条までの調査を実施するにあたっては、参考１用地リスク一

覧表の用地リスクの内容を参考とするものとする。

第二節 調査票等の作成

（用地リスク特定調査票の作成）

第４０条 受注者は、第３３条から第３８条までの調査により把握した用地リスクの情報を基に、案件

（所在地）ごとに次に掲げる事項を用地リスク特定調査票（様式第１０号）に記載し、その内容の確



認を監督職員から受けるものとする。

一 用地リスクの所在地及び名称等

二 用地リスクの内容等（用地取得の手順、用地リスクの内容、調査項目等）

三 概況写真

四 位置図

五 その他

（用地リスク配置図の作成）

第４１条 受注者は、発注者から貸与を受けた図面（空中写真測量に基づく測量図、工事平面図等）を

基に、第３３条から第３８条までの調査により把握した用地リスクの情報を用地リスク配置図（様式

第１０号）に記載し、その内容の確認を監督職員から受けるものとする。

（用地リスク工程表の作成）

第４２条 受注者は、次の各号の方法により用地リスク工程表（様式第１１号）を作成し、その内容の

確認を監督職員から受けるものとする。

一 参考１用地リスク一覧表に記載されている単独処理期間を用いて、用地リスクの内容ごとに、単

独処理期間を整理した用地リスク工程表（その１）を作成する。

二 用地リスク工程表（その１）をもとに、各用地リスクの処理開始時期、処理期間、複数の用地リ

スクの同時処理（重複処理）等を考慮し、全体の処理期間を算出した用地リスク工程表（その２）

を作成する。

（補償概算額の算定）

第４２条の２ 受注者は、監督職員の指示に基づいて、権利者毎に、次の各号の補償概算額の算定を行

うものとする。

一 土地代金

二 建物移転料

三 工作物移転料

四 立竹木移転料

五 動産移転料、仮住居等に要する費用、移転雑費等

六 その他監督職員が指示する補償項目

（用地取得工程管理計画書（原表）の作成）

第４３条 受注者は、第４２条第２号で作成した用地リスク工程表（その２）を集約し、事業区域内全

（ ） （ ）（ ） 、ての物件等 用地リスク を表示する用地取得工程管理計画書 原表 様式第１２－１号 を作成し

その内容の確認を監督職員から受けるものとする。

（用地取得工程管理計画書（管理用）の作成）

第４４条 受注者は 前条で作成した用地取得工程管理計画書 原表 様式第１２－１号 に 用地幅、 （ ）（ ） 、



杭打設時期、工事着手予定時期等を記載し、用地取得完了の目標時期（工事着手時期）を超過する、

又は影響を与える可能性が高いものについては、用地取得期間を短縮するための効率化策及び導入後

（ ） 、 （ ）の用地取得期間を用地リスク工程表 その３ に記載するとともに 用地取得工程管理計画書 原表

に用地取得期間を短縮するための効率化策導入後の用地取得期間、土地収用法に基づく事業認定申請

時期等を反映・追記し 用地取得工程管理計画書 管理用 様式第１２－２号 を作成し その内容、 （ ）（ ） 、

の確認を監督職員から受けるものとする。

（調査票等の作成）

第４５条 受注者は、第４０条から第４４条までの調査票等を作成するに当たっては、参考２各種記載

例を参考とするものとする。



別記１

成 果 物 一 覧 表

分 類 業 務 区 分 成果品の名称 規 格 等 備 考

- A-300用地調査等 地図の転写 転写図 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼ ﾄ

共通仕様書 転写連続図 〃

（第３章関 地積測量図、地役権図 上質紙 トレースしたもの

係） 面

土地の登記記 相続が発生している場土地の登記記録調査表 用地調査等業務共通仕

録の調査 合 又は所有権以外の権（一覧） 様書様式第６号の１ 、

利が存する場合は 土地、

登記事項証明書を添付土地調査表 用地調査等業務共通仕

する。様書様式第６号の２

建物の登記記 相続が発生している場建物の登記記録調査表 用地調査等業務共通仕

録当の調査 合 又は所有権以外の権（一覧） 様書様式第７号の１ 、

利が存する場合は 建物、

登記事項証明書を添付建物の登記記録調査表 用地調査等業務共通仕

する。様書様式第７号の２

その他の登記記録調査 登記事項証明書を添付

表 する

権利者の確認 権利者調査表（一覧） 住民票を添付する。用地調査等業務共通仕

調査 名義人変更がある場合様書様式第８号の３

は 戸籍の附票を添付す、

権利者調査表（土地） 用地調査等業務共通仕 る。

様書様式第８号の１ 相続が発生していると

きは，系統図を添付す

る 戸籍謄本等を添付す権利者調査表（建物） 用地調査等業務共通仕 。

る。様書様式第８号の２

墓地管理者調査表 別添４様式第１墓地管理者等

宗教法人の場合は宗教

法人登記簿を添付する

別添４様式第２墓地使用（祭祀）者調

査表

用地アセス 用地リスク特 用地リスク特定調査票 様式第９号

メント調査 定調査票の作



等共通仕様 成

書（第３章 用地リスク配 用地リスク配置図 様式第 号10
関係） 置図の作成

用地リスク工 用地リスク工程表 様式第 号11
程表の作成

補償概算額の 補償概算額一覧表 （別途指示）

算定

用地取得工程 用地取得工程管理計画 様式第 号12-1
管理計画書（ 書（原表）

原表）の作成

用地取得工程 用地取得工程管理計画 様式第 号12-2
管理計画書 書（管理用）

（管理用）の

作成



 

別記２ 

 

個人情報に関する取扱要領 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、本業務の実施に当たって取り扱うこととなる個人情報については、個人の権利利益を保護す

るため、適正に取り扱わなければならない。 

（用語の定義） 

第２条 本特記事項において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報（死亡した個人に関する情報であっ

ても、その情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合も含む。）であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）のうち、本業務の実施に当たっ

て取り扱うこととなるものをいう。 

２ 本特記事項において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

３ 本特記事項において「媒体」とは、書面、端末機器、サーバーに内蔵されているものその他個人情報が記録

されている全てのものをいう。  

（取得及び貸与） 

第３条 受注者は、本業務を実施するために、取得する個人情報については、本業務を処理するために必要な範

囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならない。 

２ 受注者は、本業務の実施に当たって、本人から個人情報を取得するときは、取得の状況からみて利用目的が

明らかであると認められる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

３ 監督職員は、保有する個人情報のうち、本業務を実施するために必要な個人情報については、受注者に貸与

するものとする。 

（秘密保持等） 

第４条 受注者は、前条により取得した個人情報及び監督職員から貸与を受けた個人情報（以下「取得個人情報

等」という。）を秘密に保持し、監督職員の指示又は承諾がある場合を除き、本人又は第三者に提供又は開示し

てはならない。契約が終了（解除の場合を含む。）した後においても同様とする。 

（目的外使用の禁止） 

第５条 受注者は、取得個人情報等を本業務の実施上の目的以外のいかなる目的にも使用してはならない。契約

が終了（解除の場合を含む。）した後においても同様とする。 

（複製等の禁止） 

第６条 受注者は、取得個人情報等の複製、送信、外部への送付又は持ち出しを行ってはならない。 

２ 前項の規定は、本業務の実施に必要な最小限の範囲で、監督職員の指示又は承諾がある場合はこの限りでは

ない。 

 



 

（管理体制等） 

第７条 受注者は、取得個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他適切な管理のため、アクセス制限の設

定、取得個人情報等が記録されている媒体へのアクセス記録簿の作成による管理、その他必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 受注者は、本業務の実施に関する取得個人情報等の取扱いについて、適切な管理を行う能力を有すると認め

られる管理責任者を定めるとともに、本業務に従事する者に対し、取得個人情報等の取扱いに関して必要な事

項を周知しなければならない。 

３ 受注者は、契約締結の日から１４日以内に、本業務の実施に関する取得個人情報等の取扱いについて、前項

に規定する管理責任者、管理体制、管理状況の確認体制、取得個人情報等が記録された媒体の保有期間及び消

去又は廃棄の方法について、様式により個人情報に関する管理体制報告書を作成し、主任監督員に提出しなけ

ればならない。 

４ 監督職員は、前項の管理体制報告書が取得個人情報等の適切な管理のために不十分であると認めるときは、

受注者に対し、その改善を求めることができる。 

５ 監督職員は、受注者の取得個人情報等の管理状況について、必要に応じて報告を求め、又は履行期間内に１

回以上の検査により確認を行う。検査の方法、日時及び場所については、監督職員が別途指示する。 

（返還及び廃棄） 

第８条 受注者は、本業務の実施のために監督職員から貸与された個人情報が記録された媒体を、本業務完了後

直ちに返還するものとする。 

２ 受注者は、本業務実施のために取得又は作成した個人情報については、前条第３項の規定に基づいた管理体

制報告書に記載された保有期間経過後直ちに、復元又は判読が不可能な方法により、責任をもって消去し、又

は当該個人情報が記録された媒体を廃棄するものとする。 

（再委託等の条件） 

第９条 受注者は、本業務を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、本特記事項と同様に個人情報

の適切な管理を行う能力を有する者を選定するとともに、再委託先における個人情報の適正な取扱いを確保さ

せなければならない。 

２ 本業務を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においても、請負者は本特記事項に基づく義務を免れるも

のではない。 

３ 受注者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に

秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。 

（漏えい等の事案の発生時における対応） 

第１０条 受注者は、取得個人情報等の漏えい、滅失又はき損等の事案が発生したときは、速やかに監督職員に

報告し、指示を受けなければならない。契約が終了（解除の場合を含む。）した後においても同様とする。 

（違反措置） 

第１１条 受注者が本取扱要領に基づく義務を違反した場合、契約解除、損害賠償責任等の措置を講ずることが

ある。 



 

別記様式 

 

 

年   月   日 

 

 

              殿 

 

 

                    受注者（受託者） 住 所        

                             氏 名           

 

 

 

 

個人情報に関する管理体制報告書 

 

 

業務の名称                  

 

     年  月  日付けで契約締結した上記業務における取得個人情報等に関する管理体制について、下

記のとおり報告します。 

 

 

区    分 

 

 

措   置   内   容 

  

管 理 責 任 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管 理 体 制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理状況の確認体制 

 

 

 

 
個人情報が記録された 
 
媒 体 の 保 有 期 間 
 

 

 

 

消去又は廃棄の方法 

 

 

 

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４版縦とする。 

 



様式第１号

年 月 日

殿

受注者 住所

氏名

担当技術者通知書

業務の名称

年 月 日付けで契約締結した上記業務の担当技術者を下記の者に定めましたの

で、別紙担当技術者経歴書を添えて通知します。

記

担当技術者氏名 担当する業務の内容 備 考

(注)用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



別紙

担当技術者経歴書

１ 氏名及び生年月日

２ 現住所

３ 最終学歴 年 月 日 卒業

４ 法令による免許等 年 月 日 取得

〔以下列記〕

５ 職 歴 年 月 日

〔以下列記〕

６ 賞 罰

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

本人

(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。



様式第２号

用地アセスメント調査等業務の施行に関する指示票

年 月 日

業 務 の 名 称

添付図面 葉

指

示

事

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

項

監 督 員

上記事項について指示します。

上記指示について承諾しました。 主 任 担 当 者

年 月 日 担 当 技 術 者

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第３号

用地アセスメント調査等業務の施行に関する承諾書

年 月 日

業 務 の 名 称

添付図面 葉

承

諾

事

項

主 任 担 当 者

担 当 技 術 者

上記事項について承諾願います。

上記事項を承諾します。 総 括 監 督 員

年 月 日 主 任 監 督 員

監 督 員

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第４号

用地アセスメント調査等業務の施行に関する協議書

年 月 日

業 務 の 名 称

協

議

事

項

摘

要

上記事項について協議します。 総 括 監 督 員 主任担当者

年 月 日 主 任 監 督 員 担当技術者

監 督 員

注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第５号

年 月 日

殿

住所

氏名

貸 与 品 等 引 渡 通 知 書

下記のとおり貸与品等を引渡します。

業 務 名 契約年月日 年 月 日

品 目 規 格 単位 数 量 備 考

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第６号

年 月 日

殿

受注者 住 所

氏 名

主任担当者

受 領 書貸 与 品 等

下記のとおり貸与品等を受領しました。

業 務 名 契約年月日 年 月 日

数 量

品 目 規 格 単位 備 考
前回まで 今 回 累 計

月 日から
の今回受領分

月 日まで

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第７号

年 月 日

殿

受注者 住 所

氏 名

主任担当者

貸 与 品 等 精 算 書

下記のとおり貸与品等を精算します。

業 務 名 契約年月日 年 月 日

数 量

品 目 規 格 単 位 貸与等 使 用 備 考
残数量

数 量 数 量

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



様式第８号

年 月 日

殿

受注者 住 所

氏 名

主任担当者

貸 与 品 等 返 納 書

下記のとおり貸与品等の使用残を返納します。

業 務 名 契約年月日 年 月 日

品 目 規 格 単位 数 量 備 考

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



備　　考調査項目用地リスクの内容用地取得の手順

用地リスク

コード

（様式第９号）

用地リスク特定調査票

整理番号

概
 

況
 

写
 

真

　　○○年○○月○○日作成日：

位
　
　
置
　
　
図

第１用地アセスメント調査

第２用地アセスメント調査

所　在　地

名　称　等

特記事項

用地取得に係る現場着手以降

調査段階



（様式第１０号）

用　地　リ　ス　ク　配　置　図

作成日： 　　○○年○○月○○日

位 置 図位 置 図



コード

効率化策導入後の想定処理期間

効率化策

用地リスク内容と処理期間
処理年数内容

備考
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

複合処理期間の計

〔　　　そ　　　の　　　３　　　〕

複合
処理
期間

8年目 9年目 10年目

用地リスク内容と処理期間
処理年数内容

8年目 9年目 10年目
備考

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

単独処理期間の計

〔　　　そ　　　の　　　２　　　〕

単独
処理
期間

用地取得の手順 用地リスクの内容 処理期間（年）

7年目

（様式第１１号）

作成日： 　　○○年○○月○○日

用 地 リ ス ク 工 程 表
整理番号 名称等

9年目 10年目8年目

〔　　　そ　　　の　　　１　　　〕

用地リスク内容と処理期間
処理年数内容

備考
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目



○地区
延　長： ｍ 面　積： ㎡ ％
面　積： ㎡ 人　数： 件 ％
件　数： ｍ 予　算： 百万円 ％
予　算： 百万円

側道

L

R
側道

L

R

1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

用地リスク CL

センターNO.

主要構造物

（様式第12-1号）

用　地　取　得　工　程　管　理　計　画　書　（　原　表　）
○○バイパス

作成日： 　　　　　年　　　月　　　日
工区

年度別
予算

地区

※通常より延長を
短く設定

進
捗
状
況

2/4
3/4
4/4

○○年度 0

○○年度 0

1/4

○○年度 02/4
3/4
4/4
1/4
2/4

○○年度 0

○○年度 03/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4

0

特記事項

○○年度 0

地区別予算 0 0 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0



○地区
延　長： ｍ 面　積： ㎡ ％
面　積： ㎡ 人　数： 件 ％
件　数： ｍ 予　算： 百万円 ％
予　算： 百万円

側道

L

R
側道

L

R

1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4

0

特記事項

○○年度 0

○○年度 0

地区別予算 0 0 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

用地リスク CL

センターNO.

主要構造物

（様式第12-2号）

用　地　取　得　工　程　管　理　計　画　書　（　管　理　用　）
○○バイパス

作成日： 　　　　　年　　　月　　　日
工区

年度別
予算

地区

※通常より延長を
短く設定

進
捗
状
況



様式第１３号

打 合 せ 記 録 簿

打合せ場所

打合せ年月日 年 月 日（ ） 時 間 自 至

出 発 注 者

席

者 受 注 者

打

合

せ

内

容

及

び

質

疑

特

記

事

項

総括監督員 主任監督員 監 督 員 主任担当者 担当技術者

(注) 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とする。



参考１ 用地リスク一覧表













参考２ 各種記載例

様式第９号

様式第 10 号

Administrator
四角形

Administrator
四角形



様式第 11 号

様式第 12-1 号

Administrator
四角形

Administrator
四角形



様式第 12-2 号

Administrator
四角形


